
温泉に係る掘削等工事に関する指針 

 

第一章 総 則 

 （目 的） 

第１ この指針は、土地掘削、増掘及び動力の装置の工事の適正を期し、もって温

泉の保護を図ることを目的とする。 

 （定 義） 

第２ この指針で「温泉掘削等」とは、温泉ゆう出目的の土地掘削、増掘及び動力

の装置の設置をいう。 

２ この指針で「他目的掘削」とは、温泉ゆう出目的以外の土地掘削をいう。 

 

第二章 温泉掘削等 

 （工法に関する留意事項） 

第３ 温泉ゆう出目的の土地掘削は、原則として垂直掘りとすること。ただし、地

熱発電の開発等のための土地掘削については、この限りでない。 

２ 温泉掘削等工事の施行に当たっては、自然環境及び環境衛生の保全並びに公害

の防止に留意すること。 

 （掘削孔の口径の定義） 

第４ 温泉法施行規則（昭和２３年厚生省令第３５号）第１条第１項第４号の口径

は、掘削孔の温泉ゆう出口における直径をいい、ケーシング管を孔内に挿入して

いる場合はその内径をいうものであること。 

 （工事着手及び完了の時期） 

第５ 掘削及び増掘工事における工事着手とは、温泉ゆう出目的の土地掘削のため、

ボーリング機械の運転を始めた時をいうものであること。 

２ 掘削及び増掘工事における工事完了とは、許可内容を実現する掘削工事が事実

上その目的を達した状態をいい、いわゆる掃孔作業も工事に含まれるものである

こと。また、許可された口径及び深度に達しないうちに掘削及び増掘の目的が達

成され、掘削人に工事続行の意思が認められなくなった場合には、その時点をい

うものであること。 

 （測定装置の設置） 

第６ 温泉法施行条例（平成１２年宮城県条例第５６号。以下「条例」という。）

第８条に規定されている測定装置の設置については、例図第１号を参考に行うこ

と。 

２  自然ゆう出泉についても、例図第２号を参考に、源泉付近に、当該温泉のゆう

出量、温度及び成分を測定するために必要な装置を設置すること。 

３  温泉法（昭和２３年法律第１２５号。以下「法」という。）第３条第１項又は



第１１条第１項の許可を受けた者は、例図第３号を参考に、可能な限り、静水位

又は動水位を測定するために必要な装置を設置すること。 

  （揚湯試験の定義） 

第７ 揚湯試験とは、掘削又は増掘の許可を受けた者が、工事完了後に温泉の自噴

をみなかった場合、又は、動力の装置の変更によるゆう出量の増加が推定される

場合に、法第１１条第１項の許可を待たずに、期間を定めて試験的に動力の装置

を設置して揚湯を行い、源泉の能力を把握し、また、付近源泉に対する影響等公

益上の侵害の有無を調査する行為をいうものであること。 

（揚湯試験の実施） 

第８ 揚湯試験は、動力の装置が必要な場合にあっては、掘削又は増掘工事完了後

に速やかに行うこと。 

２ 揚湯試験は、温泉監視員の立ち会いのもとに実施すること。 

３ 揚湯試験は、別紙の方法又はこれに準じた方法で実施し、また、温泉法施行細

則（平成１２年宮城県規則第１０４号）第４条第３項第１号の事業に必要とする

温泉のゆう出量は、試験の結果から算出した適正揚湯量を上回らない値とするこ

と。 

４ 前項の適正揚湯量とは、揚湯試験で導き出された限界揚湯量の８０％を目安と 

する。 

５ 揚湯試験終了後は直ちに動力の装置を撤去すること。 

６ 掘削又は増掘工事完了後、未利用のまま長期間放置していた源泉に対する揚湯

試験は周辺地域の温泉資源に影響を及ぼすおそれがあるため、事前に必要な指導

をおこなうものとする。 

 （揚湯試験実施願等） 

第９ 揚湯試験を行うときは、揚湯試験を実施する１０日前までに、揚湯試験実施

願（様式第１号）及び誓約書（様式第２号）を所管保健所長（仙台市内にあって

は、保健福祉部薬務課長）に提出すること。 

２ 前項の規定による願出をした者は、揚湯試験が終了した日から１０日以内に、 

揚湯試験報告書（様式第３号）を所管保健所長（仙台市内にあっては、保健福祉 

部薬務課長）に提出すること。 

 （動力の装置の許可の申請の時期） 

第１０ 動力の装置の許可の申請は、揚湯試験終了後に速やかに提出すること。 

  （源泉の廃止） 

第１１ 条例第１４条第１項に規定する源泉の廃止（源泉を埋め戻し、温泉のゆう

出地を原状に回復することをいう。）は、ケーシング管を地表下位１ｍ程度まで

切り下げ、ケーシング管内に砂れき等を投入し、切り下げ部分をコンクリート等

で固め、地表を土砂で覆う工法、又はそれに準じる工法で行うこと。 

 



第三章 他目的掘削 

 （工法に関する留意事項） 

第１２ 他目的掘削工事の施行に当たっては、付近の温泉資源に著しい影響が及ば

ないよう留意すること。 

（他目的掘削に対する規制） 

第１３ 他目的掘削の結果、温泉が認められた場合は、その掘削が温泉法第３条の

規定に抵触しないことについて、県の確認を受けること。ただし、温泉保護地域

内にあっては、宮城県温泉保護対策要綱第７第２項の規定に従うこと。 

２ 前項の確認を受けた上で、他目的掘削の掘削孔から温泉をゆう出させる場合に

おいては、第１４から第２０のとおりとする。 

（掘削孔の口径の定義） 

第１４ 掘削の口径の定義については、第４を準用する。 

（測定装置の設置） 

第１５ 測定装置の設置については、第６を準用する。ただし、第２項の「自然ゆ

う出泉」は、「他目的掘削自噴泉」とする。 

（揚湯試験の定義） 

第１６ 揚湯試験の定義については、第７を準用する。ただし、「掘削又は増掘の

許可を受けた者」は、「他目的掘削を行った者」とする。 

（揚湯試験の実施） 

第１７ 揚湯試験の実施については、第８第１項から第３項及び第５項から第６項

までを準用する。 

２ 他目的掘削でゆう出した温泉を採取する場合は、第８第４項の規定に関わらず

限界揚湯量の６０％を目安とする。ただし、貯湯槽等温泉を適正に利用するため

の設備等を整えている場合はこの限りでない。 

（揚湯試験実施願等） 

第１８ 揚湯試験実施願等については、第９を準用する。 

 （動力の装置の許可の申請の時期） 

第１９ 動力の装置の許可の申請の時期については、第１０を準用する。 

 （源泉の廃止） 

第２０ 源泉の廃止については、第１１を準用する。 

 

   附 則 

  （施行期日） 

 この指針は、平成１２年６月１２日から施行する。 

 

   附 則 

  （施行期日） 



 この指針は、平成１４年８月２２日から施行する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

 この指針は、平成２９年２月１４日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この指針は、令和３年６月３日から施行する。 

 









様式第１号 

揚 湯 試 験 実 施 願 

 

                                                          年  月  日 

 

  宮 城 県      保 健 所 長  殿 

 (宮城県保健福祉部薬務課長 ) 

 

                                          

                           住 所                        

                                            

                              氏 名                        

                                                                

  下記のとおり揚湯試験を行いたいので、温泉に係る掘削等工事に関する指針第９第１項の規定に

より願い出ます。 

                                            記 

 

 

 

 

揚湯試験を 

 

行 う 源 泉 

温泉ゆう出地の地番  

源 泉 の 名 称  

温泉掘削 (増掘 ) 

の 許 可 年 月 日 

及 び 番 号 

    年  月    日   宮城県（  ）指令第    号 

掘 削 ( 増 掘 ) 

工事完了年月日 

 

             年      月      日 

源 泉 の 現 状 
口    径 深  さ 方 位 角 度 

           ㎜            ｍ Ｎ－      ゜          ゜ 

試 験 期 間 

年    月    日          時から 

 

年    月    日          時まで 

使 用 動 力 （別紙のとおり） 

参 考 事 項 

工事請負人 

住所 
 

 

氏名 
 

 

 

 

 

 

 

法人にあっては、主 

たる事務所の所在地 

法人にあっては、主 

たる事務所の所在地 



様式第２号 

                                誓 約 書 

 

                                                         年  月  日 

 

  宮 城 県      保 健 所 長  殿 

 (宮城県保健福祉部薬務課長 ) 

 

                                 願 出 人 

                                    住 所  

                                    氏 名                                   

 

                               工事請負人 

                                   住 所  

                                    氏 名                                   

 

   年  月  日に願い出た揚湯試験の実施にあたり、下記事項を遵守することを誓約します。 

 

                                            記 

１ この試験は、願い出た期間内に着手し、完了します。 

２ この試験は、貴所（課）温泉監視員立会いの下に行います。 

３ 試験実施にあたっては、貴所（課）温泉監視員の指示に従います。 

４ 試験終了後は、願出人の責任において、この試験に要した一切の施設、設備を直ちに撤去します。 



様式第３号 

揚 湯 試 験 報 告 書 

 

                                                          年  月  日 

 

  宮 城 県      保 健 所 長  殿 

 (宮城県保健福祉部薬務課長 ) 

 

                                          

                           住 所                        

                                            

                              氏 名                        

                                                                

     年  月  日に願い出た揚湯試験を終了したので、温泉に係る掘削等工事に関する指針

第９第２項の規定により報告します。 

                                            記 

 

揚湯試験を 

 

行った源泉 

温泉ゆう出地の地番  

源 泉 の 名 称 
 

試 験 期 間 
年   月   日      時から 

年   月   日            時まで 

試 験 結 果 

使 用 動 力 （別紙のとおり） 

試 験 結 果 （別紙のとおり） 

参 考 事 項 

 

(付近源泉に対する影響等) 

 

 

 

 

 

 

試験立会者 
 

 （注）１「使用動力」を複数用いた場合は、全て記入すること。 

    ２「試験結果」は、日時・揚湯量・泉温を記入した一覧表を添付すること。 

        （使用動力を変えた場合や、挿入深度を変えた場合はそれに対応する表とすること。） 

            

法人にあっては、主 

たる事務所の所在地 

法人にあっては、主 

たる事務所の所在地 












	3_指針改正後全文
	バインダー1
	4_指針例図
	様式第1号_揚湯願
	様式第2号_揚湯試験誓約書
	様式第3号_揚湯報告
	6_指針別紙


